
　１月21日、永年にわたり上京区
の統計調査員として統計調査の円
滑な実施にご尽力いただいた４名
の方が、統計功労者として表彰さ
れました。
※敬称略。

【総務大臣表彰】
� 谷口　幸子
【経済産業大臣表彰】
� 木下　博視
� 奥田　順子
【京都市長表彰】
� 服部　佳子

㉄＝�地域力推進室（統計担当）� �
（☎441-5029）

エコまちステーションだより

　１月６日、京都市の社会福祉の
発展に功績のあった方々に門川市
長から表彰状が贈られました。
　上京区において表彰されたの
は、次の方々です。
※�敬称略。括弧内は学区又は団体名。
【民生委員・児童委員功労者】
� 永野和子（室町）
� 澤田通惠（春日）
【社会福祉事業施設関係功労者】
� 大橋ひとみ（西陣憩いの郷）
【社会福祉事業協助者（ボランティア）】
� 藤原和子（乾隆）
� 大野玲子（桃薗）
� 中川真一（ユース21京都）
� 嘉楽ボランティアの会
㉄＝�健康長寿推進課（地域支援担当）
（☎441-2871）

令和３年
京都市社会福祉大会
京都市長表彰

令和２年度

統計功労者表彰

　お引っ越し等で水道の使用を開始
又は中止される時は、あらかじめ
（およそ一週間前までに）ご連絡を
お願いします。
㉄＝�北部営業所（左・高野竹屋町、

☎722-7700、FAX722-7704）

　手当は請求の翌月分から支給されます。ただし、所得が一定
以上ある場合や児童が施設等に入所の場合は支給されません。

①児童扶養手当  
対象　　　�父母の離婚等で、父又は母と生計を同じくしてい

ない子どもを育成する養育者（ひとり親家庭等）
支給期間　�児童が18歳の誕生日以後最初の３月31日まで（た

だし、特別児童扶養手当の対象となる程度の障害
がある場合は20歳未満）

　　　　　�児童１人（最大で43,160円）、児童２人（最大53,350
円）、児童３人目以降（１人につき最大6,110円加算）

※障害基礎年金等を受給している方について
　令和３年３月分（令和３年５月支払分）以降、児童扶養手
当の額が障害基礎年金等の子加算分に係る額を上回る場合、
その差額が支給されるようになります。

②特別児童扶養手当  
対象　　　�中程度以上の知的・精神・身体障害のある児童を

家庭で育てている養育者、児童が20歳未満まで
　　　　　�障害の程度に応じて児童１人（１級52,500円、２

級34,970円）

㉄＝�①子どもはぐくみ室（子育て推進担当）（☎441-5119）� �
②障害保健福祉課（☎441-5121）

手当額
（月額）　

手当額
（月額）　

　日本にお住まいの20歳以上60歳未満の方は、国民年金の
第１号被保険者として加入していただく（第２号又は第３
号被保険者の方は除く）�ことになります。
　第１号被保険者に該当する方で加入の届出がまだの方は、
至急届出をしてください。加入の届出をしなかったり、
保険料を未納のままにしておくと、国民年金を受給できな
くなる場合があります。

≪国民年金第１号被保険者に該当するとき≫
・会社等を退職し、厚生年金保険の資格を喪失したとき
・�第３号被保険者が厚生年金保険被保険者の扶養からはず
れたとき
・海外から転入したとき

㉄＝�保険年金課（保険給付・年金担当）（☎441-5138）

国民年金からのお知らせ

児童扶養手当・特別児童扶養手当の
制度のご案内

お引っ越しのご連絡はお早めに！

上下水道局マスコットキャラクター
（ホタルの澄都（すみと）くん・ひかりちゃん）

おめでとうございます
《移動式拠点回収延期のお知らせ》

　まち美化事務所が地域に出向き資源物を回収する「移動式
拠点回収」事業は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
令和２年度の実施分は全て中止し、来年度に延期します。今後
の日程等は、区ホームページをご覧ください。
上京エコまちステーション 検索

㉄＝�上京エコまちステーション（☎366-0776）

　山の中だけでなく市街地でもおこる倒木は、
通行の妨げや大きな事故につながることもあ
ります。
　道路沿いに樹木を所有・管理されている方
は、安全に道路を通れるよう、倒れそうな木
や落ちそうな枝がないか点検をお願いします。
㉄＝北部土木事務所（☎492-3111）

北部土木事務所です
「倒木や枝の落下にご注意を！」

こんにちは

　区社会福祉協議会では、コロナ
禍での学区の取組を紹介する「学
区ニュース」を発行しています。
　第１号は、区社会福祉協議会ウェ
ブサイトで公開しています。また、
３月に発行予定の第２号では、今
後のまちづくりに関する学区の会
長のお話等を掲載しています。是
非ご覧ください。
㉄＝区社会福祉協議会（☎432-9535）

学区ニュースを 
発行しています

上下水道局営業所の
臨時相談窓口を設置

　区役所・支所の日曜臨時開所に
合わせ、「臨時相談窓口」を設置し、
上下水道に関する受付を行います。
是非ご利用ください。

日時　�３月21日（日）、３月28日（日）、
４月４日（日）

　　　いずれも9:00～12:00
内容　�名義変更、口座振替及びク

レジットカード継続払いの
申込み、上下水道料金のお
支払い　等

㉄＝�総務部お客さま� �
サービス推進室� �
（☎672-7732）

危険な状況を発見した
場合は、土木事務所に
御連絡ください。

（3）　令和3年2月15日　　第302号　　 市　民　し　ん　ぶ　ん　上京区版 自治会・町内会に入って住みよいまちに
京都市は、自治会・町内会を応援しています


